
適時開示体制概要図

*１　発生事実においては、代表取締役と協議のもと開示の必要性を判断する。
　　  必要な事案においては情報開示担当部署に開示を指示する。
　　  この場合、事後に取締役会への報告を行う。
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①Tdnetでの開示
②マス・メディア向け資料送付
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